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ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて 

 

我が国において牛海綿状脳症（以下「ＢＳＥ」という）が初めて発生したことに伴い、

肉骨粉等の牛への誤用・流用を防止する観点から、「肉骨粉等の当面の取扱いについて」

(平成１３年１０月１日付け１３生畜第３３８８号農林水産省生産局長・水産庁長官通

知)により、平成１３年１０月４日以降の飼料用・肥料用の肉骨粉等及び肉骨粉等を含む

飼料・肥料の製造及び工場からの出荷について、一時停止を要請したところであります。 

 しかしながら、本年１０月１９日に開催されたＢＳＥ対策検討会において、ペットフ

ード用及び肥料用の肉骨粉等の一部については、家畜用飼料への誤用・流用防止等の措

置が確実に講じられる場合に限り、一時停止の要請の解除を行うことが適当であるとの

見解が得られたところであります。 

このため、ペットフード用については別紙１、肥料用については別紙２のとおり、肉



骨粉等の製造及び工場からの出荷の一時停止の要請について、一部を解除することとし

たので貴傘下関係者に対して周知徹底をお願いします。 

また、本年１０月１５日以前に生産又は輸入された肥料用の肉骨粉等及び肉骨粉等を

含む肥料についても、「この肥料には、動物由来たん白質が入っていますから、家畜等の

口に入らないところで保管・使用して下さい。」との表示を行い、飼料への誤用・流用の

防止に万全を期すよう要請することとするので、併せて周知徹底をお願いします。 

加えて、「動物由来たん白質を含む肥料の放牧地への散布の自粛について」（平成１３

年１０月１８日付け１３生畜第３９１６号農林水産省生産局生産資材課長・畜産部飼料

課長通知）により、肥料の適正な使用をお願いしているところでありますが、重ねて周

知徹底をお願いします。 

なお、「動物性加工たん白（肉骨粉等、飼料となる可能性となるもの）の緊急輸入一時

停止措置について」（平成１３年１０月１日付け１３生畜第３３２６号農林水産省生産局

長通知）による肉骨粉等の緊急輸入一時停止措置は継続しているので、念のため申し添

えます。 

 

（別紙 １）  

ペットフード用の肉骨粉等の一時停止の要請の一部解除について（省略） 

 

（別紙 ２） 

 肥料用の肉骨粉等の一時停止の要請の一部解除について 

 

１ 定義 

別紙２において、「肉骨粉等」とは、肥料に係る肉骨粉、肉粉、臓器粉、骨粉（骨炭

（骨を空気を遮断し熱分解（約８００℃以上で８時間以上加熱）して炭化させたもの）

及び骨灰（骨を空気の流通下で燃焼（１０００℃以上）したもの）を除く。）、血粉、

乾燥血漿、その他の血液製品、加水分解たん白、蹄粉、角粉、皮粉、魚粉（製造工場

において魚粉以外の動物性たん白を使用しないことが確認されたものを除く。）、羽毛

粉、獣脂かす、第２リン酸カルシウム（鉱物由来のもの並びに脂肪及びたん白質を含

有しないものを除く。）又はゼラチン・コラーゲン（皮由来のもの及び一定の処理がな

されたものを除く。）をいう。 

 

２ 一時停止の要請を解除する事項 

（１）肥料原料用の豚（いのししを含む。別添１の（１）を除き、以下同じ。）・馬、家

きん及び海産ほ乳動物（鯨及びイルカをいう。以下同じ。）のみに由来する肉骨粉等

の製造、輸入及び工場からの出荷 

（２）豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等を使用する肥料の製造

及び工場からの出荷 

（３）牛、めん羊又は山羊（以下「牛等」という。）由来の原料を使用する肥料の製造及

び工場からの出荷 

 

３ 解除に当たっての条件 

（１）２の（１）に係る製造及び出荷 

肥料原料用の豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の製造及

び工場からの出荷については、以下の手続に従い独立行政法人農林水産消費安全技

術センター（以下「センター」という。）が製造基準に適合することを確認した製造



事業場において実施する場合に限る。 

製造業者は豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の製造事業

場について、別添１の製造基準に係る適合確認申請書を別記様式第１－１号により

センターに提出するものとする。センターは、申請のあった製造事業場が製造基準

に適合するものであることの確認検査を行い、製造基準に適合するものであると認

める場合には、申請者に別記様式第２－１号による確認書を交付する。 

なお、確認書を交付された製造業者は、確認を受けた製造事業場の製造工程につ

いて変更しようとする場合には、その変更の１か月前までにセンターに別記様式第

３－１号により変更届を提出するものとする。センターは、当該変更届に係る事項

が製造基準に適合しているかどうかについて審査の上、必要があると認めるときに

は、当該製造業者に確認申請書の再提出を指示し製造事業場の確認検査を再度行う。

製造工程以外の申請内容に変更があった場合には、速やかにセンターに別記様式３

－１号により変更届を提出するものとする。 

（２）２の（１）に係る輸入及び出荷 

肥料原料用の豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の輸入及

び工場からの出荷については、以下の手続に従いセンターが確認基準に適合するこ

とを確認した輸入業者が実施する場合に限る。 

輸入業者は、豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の輸入に

ついて、別添２の確認基準に係る適合確認申請書を別記様式第１－２号によりセン

ターに提出するものとする。センターは、申請のあった輸入業者が確認基準に適合

するものであることの確認検査を行い、確認基準に適合するものであると認める場

合には、申請者に別記様式第２－２号による確認書を交付する。 

なお、確認書を交付された輸入業者は、確認を受けた輸入先の事業場の基準に係

る事項について変更しようとする場合には、その変更の１か月前までにセンターに

別記様式第３－２号により変更届を提出するものとする。センターは、当該変更届

に係る事項が確認基準に適合しているかどうかについて審査の上、必要があると認

めるときには、当該輸入業者に確認申請書の再提出を指示し確認検査を再度行う。

輸入先の事業場の基準に係る事項以外の申請内容に変更があった場合には、速やか

にセンターに別記様式３－２号により変更届を提出するものとする。 

（３）２の（２）に係る製造及び出荷 

豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等を使用する肥料の製造

及び工場からの出荷については、肥料の生産業者が、以下に掲げる手続を行い、肥

料原料用の豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等のみを購入し

ていることが確認できる場合に限る。 

① 肉骨粉等については豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来し、別記様式

第５号の肉骨粉等供給管理票又は別添２の（１）のイの（ウ）に規定する証明書

が添付されている原料以外の原料の受入れは行わないこと。 

② 別記様式第５号の肉骨粉等供給管理票が添付されている原料である豚・馬、家

きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の供給を受けた場合にあっては、

遅滞なく添付されている肉骨粉等供給管理票により、供給された原料の内容、数

量等を確認し、肉骨粉等供給管理票に受入年月日、受入数量等を記載し、原料供

給者に回付すること。 

（４）２の（３）に係る製造及び出荷 

牛等由来の原料を使用する特殊肥料の生産の届出を行ったもの又は普通肥料の肥

料登録を受けたものであること。 



 

４ 帳簿の記載 

（１）肥料の生産業者又は輸入業者は、肥料を生産し、又は輸入したときは、その生産

又は輸入の業務を行う事業場ごとに備え付ける帳簿に、２の一時停止の要請を解除

する事項及び３の解除に当たっての条件を確認できるよう、毎日、その名称及び数

量を記載するものとする。 

（２）肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者は、原料若しくは肥料を購入し又は肥料

を生産業者若しくは販売業者に販売したときは、その生産、輸入又は販売の業務を

行う事業場ごとに備え付ける帳簿に、２の一時停止の要請を解除する事項及び３の

解除に当たっての条件を確認できるよう、その都度、肥料の原料又は肥料の名称、

数量、年月日及び相手方の氏名又は名称を記載するものとする。 

 

５ 製造基準に適合する製造事業場の公表 

センターは、別記様式第２－１号又は第２－２号による確認書を交付した製造事業

場についてセンターのホームページに公表するものとする。 

  



別添１ 

 

豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物に由来する肉骨粉等の製造基準 

 

（１）収集先の基準 

ア 家きん 

（ア）家きんを飼養する農場又は食鳥処理場のみから収集すること。 

（イ）農場から収集する原料は、解体処理されていない家きんであり、家きん以外

の動物の混入がないことが目視で確認できる状態であるものに限る。 

イ 豚・馬 

（ア）豚・馬を飼養する農場又はと畜場若しくは食肉加工場（以下、別添１におい

て「と畜場等」という。）のみから収集すること。 

（イ）農場から収集する原料は、解体処理されていない豚・馬であり、豚・馬以外

の動物の混入がないことが目視で確認したものに限る。 

（ウ）反すう動物のものの混入を防止するため、と畜場等との間で反すう動物との

分別に関する基準を定め、当該基準に基づき分別された豚及び馬のもののみを

原料供給契約を締結したと畜場等から収集すること。 

ウ いのしし 

（ア）狩猟者又は獣肉処理施設（食品衛生法（昭和22年法律第233号）第55条第１項

の規定に基づく都道府県知事の許可を受けて食品処理業を営む者が野生鳥獣の

解体処理を行うものに限る。以下同じ。）のみから、以下に掲げる基準を満たす

いのししを収集すること。 

① 捕獲前に既に死亡していたものや、野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針

（ガイドライン）（平成26年11月14日付け厚生労働省医薬食品局食品安全部長

通知。以下「ガイドライン」という。）の第２及び第４に定められた異常を呈

したものではないこと。 

② 原子力災害特別措置法（平成11年法律第156号）の規定に基づく食品に関す

る出荷制限の対象となっている地域において捕獲されたものではないこと。

ただし、県の定める出荷・検査方針に基づき管理され、食用として出荷が認

められたものを除く。 

③ 銃弾を確実に除去したものであること。 

（イ）狩猟者から収集する原料にあっては、いのしし以外の動物の混入がないこと

が目視で確認されたものであって、以下に掲げる事項を記載した捕獲記録が添

付されたものに限る。 

① 狩猟者の氏名及び狩猟免許番号 

② 捕獲年月日及び場所 

③ 数量 

④ 異常（捕獲前の死亡又はガイドラインの第２に定められたもの）の確認結 

 果 

⑤ 捕獲方法 

⑥ 銃弾除去の実施の有無 

（ウ）獣肉処理施設から収集する原料にあっては、以下に掲げる基準を満たすもの

に限る。 

① 反すう動物の混入を防止するため、獣肉処理施設との間で反すう動物との

分別に関する基準を定め、当該基準に基づき分別されたいのししのみを原料



供給契約を締結した獣肉処理施設から収集するもの 

② 狩猟者から獣肉処理施設に運搬された場合は、専用の容器により運搬され

たもの 

エ 海産ほ乳動物 

鯨体処理場、水産物産地市場又は水産加工業を営む者のみから収集すること。 

（２）原料輸送の基準 

ア 豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物に由来する原料の輸送に当たっては、反すう

動物のものの混入を防止するため専用の容器（「容器」とは、輸送車、バルク車、

トランスバック、ＰＢ袋等及び原料又は肉骨粉等が直接接触するものであって、

輸送又は保管のために用いられるものをいう。以下同じ。）を用いるか、豚・馬、

家きん及び海産ほ乳動物由来の原料の輸送前に、容器の洗浄又は清掃を徹底する

こと。 

イ 豚・馬由来残さ供給管理票 

豚・馬に由来する残さ（食鳥処理場、鯨体処理場、水産物産地市場若しくは水

産加工業を営む者又は狩猟者からのものは除く。）の輸送に当たっては、別記様式

第４号による豚・馬由来残さ供給管理票を作成すること。豚・馬、家きん及び海

産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の製造業者が、豚・馬に由来する残さを受け

入れる場合は、当該管理票が添付されている場合に限る。また、供給された残さ

の内容、数量、分別流通の状況等を確認し、当該管理票については、その記載内

容を確認するとともに８年間保存すること。 

ウ 受入記録 

受入れに当たっては、受入年月日、数量、収集先を帳簿に記録すること。また、

記録については、８年間保存すること。 

（３）製造における基準 

ア 製造工程 

豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の製造工程が豚・馬、

家きん及び海産ほ乳動物以外のものの製造工程と完全に分離されていること。 

また、製造工程中において反すう動物に由来するものが混入しないこと。 

イ 製造記録 

製造に用いた原料の種類及び量、製造年月日、製造数量を帳簿に記録すること。

また、記録については、８年間保存すること。 

ウ 製造管理者 

製造事業場に、当該製造基準に基づき原料の輸送、製造及び出荷が適正に行わ

れるよう実地で管理を行う製造管理者を設置すること。 

（４）製品出荷時の基準 

ア 出荷工程 

  出荷工程中において反すう動物に由来するものが混入しないこと。 

イ 出荷記録 

 出荷年月日、出荷先、出荷量を帳簿に記録すること。また、記録については、

８年間保存すること。 

（５）製品輸送における基準 

ア 豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の容器は、反すう動

物のものの混入を防止するため専用化するか、豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物

のみに由来する肉骨粉等の輸送前に、容器の洗浄又は清掃を徹底すること。 

イ 肉骨粉等供給管理票 



豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の輸送に当たっては、

別記様式第５号による肉骨粉等供給管理票を作成し、当該肉骨粉等に添付するこ

と。当該肉骨粉等が最終荷受者に到達したら遅滞なく最終荷受人から肉骨粉等供

給管理票の回付を受け、製品が最終荷受人に確実に到達したことを確認するとと

もに、回付された肉骨粉等供給管理票を８年間保存すること。 

（６）製造事業場に、別記様式第２－１号の確認書を備え付けること 

  



別添２ 

 

豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物に由来する肉骨粉等の輸入業者の確認基準 

 

（１）輸入先の事業場の基準 

ア 確認の対象となる豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の

製造工程が他の製造工程と完全に分離されていることが明らかとなる図面を輸入

業者に提出すること。 

イ 次の（ア）から（エ）までに定める事項を内容とする契約を輸入業者との間で

締結すること。 

（ア）輸入先の事業場は、別添１の製造基準（（１）のイの（ウ）、（１）のウの（ウ）

の②、（２）のイ及び（５）のイは除く。）を遵守すること。 

（イ）契約内容に変更が生じる場合は、事前に連絡すること。 

（ウ）輸出ロットごとに別添１の製造基準に適合することについて製造国の政府機

関又はそれと同等の機関が発行する証明書又はその写しを添付すること。 

（エ）輸入先の事業場は、契約を締結した輸入業者が契約内容の実施状況を確認す

ることを認めること。また、当該状況の確認のために製造国の政府機関又はそ

れと同等の機関が当該輸入業者に同行できることを認めること。 

（２）輸入業者の基準 

ア 輸入業者は、次に掲げる事項を帳簿に記録すること。また、記録については、

８年間保存すること。 

（ア）輸入年月日、輸入量、輸入先国名、輸入相手方の氏名又は名称、荷姿、製造

業者の氏名又は名称 

（イ）出荷年月日、出荷先、出荷量及び荷姿 

イ トランスバック等当該輸入品が直接接触するものであって、これらの保管のた

めに用いる容器は、反すう動物のものの混入を防止するため専用化するか、使用

前に洗浄又は清掃を徹底すること。 

ウ 輸入業者は、輸入品の流通を管理する流通管理者を選任すること。 

エ 輸入業者は、次の（ア）から（エ）までに定める事項を内容とする流通管理規

程を定めること。 

（ア）流通管理者は、当該輸入品の保管から輸送までの業務が（２）基準に適合し

ていることを定期的に確認すること。 

（イ）流通管理者は、当該輸入品の出荷に当たり、（１）のイの（ウ）の証明書が発

行されていることを確認した上で、別記様式第５号による肉骨粉等供給管理票

を作成すること。輸入業者は、当該証明書とともに肉骨粉等供給管理票を製品

に添付して出荷すること。 

（ウ）輸入業者は、製品の出荷後、当該輸入品が遅滞なく最終荷受者に確実に入荷

したことを確認すること。 

（エ）流通管理者は、最終荷受者から回付された肉骨粉等供給管理票を８年間保存

すること。 

オ 製品の輸送に用いる容器は、反すう動物に由来するものの混入を防止するため

専用化するか、製品の輸送前に、容器の洗浄又は清掃を徹底すること。 

  



別記様式第１－１号                                                  

 

製造基準適合確認申請書 

年  月  日  

 

独立行政法人農林水産消費安全技術センター 理事長 殿           

 

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

 

ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて（平成１３年１１

月１日付け１３生畜第４１０４号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知）別紙

２の３の（１）の規定に基づき、下記の製造事業場が豚・馬、家きん及び海産ほ乳

動物由来肉骨粉等の製造基準に適合していることの確認を求めます。 

 

記 

 

１ 事業場の名称 

２ 事業場の所在地 

 

備考：製造工程の図面を添付すること。 

  



別記様式第１－２号 

 

確認基準適合確認申請書 

年  月  日  

独立行政法人農林水産消費安全技術センター 理事長 殿           

 

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて（平成１３年１１

月１日付け１３生畜第４１０４号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知）別紙

２の３の（２）の規定に基づき、別記の輸入先の事業場から豚・馬、家きん及び海

産ほ乳動物由来肉骨粉等を輸入するに当たり、輸入業者の確認基準に適合している

ことの確認を求めます。 

 

備考：次に掲げる書類を添付すること 

   ア 輸入先の事業場の一覧表（別記） 

   イ 別添２の（１）のアの規定により輸入先の事業場から提出を受けた書類の写

し及び同（１）のイの規定により締結した契約書の写し  

 

 

（別記）     

 輸入先の事業場の名称  輸入先の事業場の国名及び所在地         

  

                                                

  



別記様式第２－１号 

 

豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物由来肉骨粉等適合確認書 

年  月  日  

豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物 

由来肉骨粉等の供給業者 

            代表者 殿 

 

            独立行政法人農林水産消費安全技術センター 理事長    

 

ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて（平成13年11月１

日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知）別紙２の３の

（１）の規定に基づき、○年○月○日付けで確認申請のあったこのことについて、

確認書を交付する。 

 

記 

 １ 事業場の名称 

 ２ 事業場の所在地 

 ３ 確認の品目 

 

 

 

  



別記様式第２－２号  

 

豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物由来肉骨粉等適合確認書 

年  月  日  

豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物 

由来肉骨粉等の供給業者 

            代表者 殿 

 

            独立行政法人農林水産消費安全技術センター 理事長 

 

 ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて（平成13年11月１

日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知）別紙２の３の

（２）の規定に基づき、○年○月○日付けで確認申請のあったこのことについて、

確認書を交付する。 

 

記 

１ 事業場の名称（※注） 

２ 製造国 

３ 事業場の所在地 

４ 確認の品目 

 

 

注：輸入先の事業場が多く記載不可能な場合は、別葉に記載する。 

  



別記様式第３－１号 

 

製造基準適合確認申請内容変更届 

年  月  日  

独立行政法人農林水産消費安全技術センター 理事長 殿 

 

             住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

            氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）             

 

ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて（平成１３年１１

月１日付け１３生畜第４１０４号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知）別紙

２の３の（１）の規定に基づき、〇○年○○月○○日付けで確認申請を行った内容

について下記のとおり変更が生じたので、同規定により届け出ます。 

 

記 

 １ 変更した内容 

 ２ 添付書類 

 ３ 変更した年月日 

   ○○年○○月○○日 

 

備考：変更した内容に係る書類を添付すること。                          

  



別記様式第３－２号 

 

確認基準適合確認申請内容変更届 

年  月  日  

独立行政法人農林水産消費安全技術センター 理事長 殿 

 

             住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

            氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）             

 

ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて（平成１３年１

１月１日付け１３生畜第４１０４号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知）

別紙２の３の（２）の規定に基づき、〇○年○○月○○日付けで確認申請を行っ

た内容について下記のとおり変更が生じたので、同規定により届け出ます。 

 

記 

 １ 変更した内容 

 ２ 添付書類 

 ３ 変更した年月日 

   ○○年○○月○○日 

 

備考：変更した内容に係る書類を添付すること。                          

  



別記様式第４号 

（豚･馬由来残さ供給管理票の記載例） 

豚・馬由来残さ供給管理票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豚・馬由来残さの供給業者の氏名又は

名称及び住所 

 

 

○○○○株式会社 

○○県○○市○○町 

        ○丁目○番○号 

   管理者の職名・氏名 

 

 

 

 

事業場の名称及び住所 ○○○○株式会社○○工場 

○○県○○市○丁目○番○号 

供給する残さの種類 豚内臓、豚骨 

出荷年月日 ○○年○○月○○日 

出荷数量 １，０００ｋｇ 

 

 

  



別記様式第５号 

（肉骨粉等供給管理票の記載例） 

肉骨粉等供給管理票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肉骨粉等供給業者の氏名又は名称及び

住所 

○○○○株式会社 

○○県○○市○○町 

○丁目○番○号 

管理者の職名・氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造事業場の名称及び住所 

 

○○○○株式会社○○工場 

○○県○○市○丁目○番○号 

供給する肉骨粉等の種類 肉骨粉（鶏） 

供給する肉骨粉等の名称 チキンミール１号 

出荷年月日 ○○年○○月○○日 

荷姿、出荷数量 

 

５００ｋｇＴＢ袋、２袋 

計 １，０００ｋｇ 

  

 

 

 

 

 

 

受入年月日 ○○年○○月○○日  

 

 

 

 

 

荷姿、荷受数量 

 

５００ｋｇＴＢ袋、２袋 

計 １，０００ｋｇ 

荷受業者の氏名又は名称及び住所 

 

 

○○○○株式会社 

○○県○○市○○町○丁目○番○号   

 

   管理者の職名・氏名 

 

備考：１ 供給する肉骨粉等の種類欄には、由来する動物種を具体的に記載すること。 

   ２ 記入上の注意 

     太枠線上段は、原料供給者が記入すること。 

            〃 下段は、最終荷受者が記入すること。 

  



   附 則（令和７年８月２８日付７消安第２７８３号） 

この通知は、公布の日から起算して 30 日経過した日から施行する。 

 

   附 則（令和８年３月２５日付７消安第７３６０号） 

１ この通知は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この通知の施行の際、現に改正前の別紙１の４の（２）の規定による申請者への

通知書及び別紙２の３の（１）又は（２）に規定する確認書のうち有効期間が満

了していないものについては、有効期間の満了日以降も引き続き有効とみなす。 

 


